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●
は
じ
め
に

イ
ン
ド
の
第
一
六
次
連
邦
下
院
選
挙

期
間
中
の
二
〇
一
四
年
四
月
二
一
日

に
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
主
催
講
演
会

「
二
〇
一
四
年
イ
ン
ド
総
選
挙
を
読
み

解
く
―
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
―
」
が

日
本
貿
易
振
興
機
構
（
ジ
ェ
ト
ロ
）
本

部
で
開
催
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
講

演
会
で
の
筆
者
の
報
告
「
第
一
六
次
連

邦
下
院
選
挙
と
イ
ン
ド
政
治
の
底
流
」

を
下
敷
き
に
し
て
、
選
挙
後
に
成
立
し

た
ナ
レ
ン
ド
ラ
・
モ
デ
ィ
・
イ
ン
ド
人

民
党
政
権
の
政
治
動
向
を
分
析
す
る
も

の
で
あ
る
⑴
。

●
圧
勝
し
た
イ
ン
ド
人
民
党

―
選
挙
結
果
の
概
観
―

二
〇
一
四
年
四
月
初
旬
か
ら
五
月
中

旬
に
か
け
て
一
〇
回
に
分
け
て
実
施
さ

れ
た
第
一
六
次
連
邦
下
院
選
挙
で
、
イ

ン
ド
人
民
党
（
以
下
Ｂ
Ｊ
Ｐ
）
は
下
院

定
数
の
過
半
数
を
九
議
席
上
回
る
二
八

二
議
席
を
単
独
で
獲
得
し
た
。
Ｂ
Ｊ
Ｐ

を
核
と
す
る
一
二
党
か
ら
な
る
国
民
民

主
連
合
（
Ｎ
Ｄ
Ａ
）
は
、
三
三
六
議
席

の
安
定
的
過
半
数
を
制
し
た
（
表
１
）。

Ｂ
Ｊ
Ｐ
は
、
表
２
に
み
る
よ
う
に
、

中
部
と
西
部
イ
ン
ド
で
圧
勝
し
、
南
部

の
カ
ル
ナ
ー
タ
カ
州
、
東
部
の
ア
ッ
サ

ム
州
な
ど
で
も
大
き
く
議
席
を
伸
ば
し

た
。
ケ
ー
ラ
ラ
州
や
西
ベ
ン
ガ
ル
州
と

い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
左
翼
州
」
で
も

得
票
率
の
伸
び
は
著
し
か
っ
た
。
し
か

し
、
総
得
票
率
で
み
れ
ば
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の

そ
れ
は
三
一
％
で
あ
り
、
会
議
派
の
一

九
・
三
％
と
あ
わ
せ
、
主
要
二
党
の
合

計
得
票
率
は
約
五
割
に
と
ど
ま
っ
た
。

一
九
八
四
年
以
来
、
三
〇
年
ぶ
り
に
与

党
が
単
独
過
半
数
を
達
成
し
た
と
い
う

顕
著
な
変
化
の
一
方
で
、
得
票
率
の
五

割
を
中
小
の
地
域
政
党
が
占
め
る
と
い

う
、
政
党
細
分
化
の
パ
タ
ー
ン
は
依
然

と
し
て
続
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
下

院
で
の
単
独
過
半
数
の
獲
得
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
に
は
、
慎
重
な
政
治

運
営
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
選
挙
戦
に
は
、
際
立
っ
た

い
く
つ
か
の
特
徴
が
み
ら
れ
た
。

第
一
の
特
徴
は
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
が
、
首
相

候
補
で
あ
る
ナ
レ
ン
ド
ラ
・
モ
デ
ィ
を

も
っ
ぱ
ら
前
面
に
押
し
出
し
た
点
で
あ

る
。
内
外
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
今
回
の
選

挙
が
あ
た
か
も
「
大
統
領
選
挙
」
の
ご

と
き
様
相
を
呈
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

か
つ
て
の
ネ
ル
ー
、
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ

ン
デ
ィ
ー
時
代
に
は
、「（
候
補
に
）
電

柱
を
立
て
て
も
」
当
選
す
る
な
ど
と
い

わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
今
回
Ｂ
Ｊ

Ｐ
も
、
選
挙
区
の
候
補
は
い
わ
ば
二
の

次
で
、
首
相
候
補
と
し
て
の
モ
デ
ィ
の

ア
ピ
ー
ル
力
を
最
大
限
に
生
か
し
た
選

挙
戦
を
展
開
し
た
。
青
年
時
代
の
紅
茶

売
り
の
経
験
を
平
民
的
な
イ
メ
ー
ジ
に

結
び
付
け
て
、
五
月
初
旬
ま
で
に
、
全

国
六
〇
〇
の
都
市
で
二
〇
〇
〇
回
の

「
茶
話
会
」
を
催
し
た
こ
と
も
話
題
を

集
め
た
⑵
。

第
二
の
特
徴
は
、
モ
デ
ィ
の
支
持
母

体
を
フ
ル
に
動
員
し
た
重
層
的
、
立
体

的
な
宣
伝
・
動
員
体
制
で
あ
る
。
Ｂ
Ｊ

Ｐ
の
宣
伝
体
制
は
、
党
、
民
族
奉
仕
団

（
以
下
Ｒ
Ｓ
Ｓ
）、
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
首

相
時
代
か
ら
の
モ
デ
ィ
後
援
組
織
で
あ

る
「
責
任
あ
る
統
治
の
た
め
の
市
民

た
ち
（Citizens for A

ccountable 
Governance

：
Ｃ
Ａ
Ｇ
）」
の
三
層
か

ら
な
っ
て
い
た
⑶
。
な
か
で
も
Ｒ
Ｓ
Ｓ

は
、
一
九
七
七
年
の
総
選
挙
で
ジ
ャ
ナ

タ
党
を
支
援
し
て
以
来
と
い
わ
れ
る
組

織
を
あ
げ
て
の
選
挙
戦
を
展
開
し
た
。

表
向
き
棄
権
防
止
を
訴
え
る
と
い
う
形

を
と
っ
た
が
、
投
票
所
単
位
で
の
組
織

的
な
支
援
を
Ｂ
Ｊ
Ｐ
に
提
供
し
た
。
ま

た
Ｃ
Ａ
Ｇ
は
選
挙
戦
の
「
頭
脳
」
に
あ

た
る
機
能
を
果
た
し
た
。
選
挙
区
の
政

治
経
済
的
な
特
徴
、
そ
の
動
向
な
ど
を

機
敏
に
分
析
し
て
、
モ
デ
ィ
の
遊
説
効

果
を
高
め
る
こ
と
に
も
努
め
た
。

最
後
に
、
こ
う
し
た
大
規
模
な
選
挙

戦
を
支
え
た
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
に
よ
る
未
曾
有

の
大
規
模
な
資
金
投
入
が
あ
る
。
屋
外

の
広
告
か
ら
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
、
絨じ

ゅ
う
た
ん
ば
く
げ
き
て
き

毯
爆
撃
的
な

宣
伝
は
、
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
に
及
ん

分析リポート

佐
藤 

宏

モ
デ
ィ
政
治
を
占
う

―
二
〇
一
四
年
イ
ン
ド
総
選
挙
と
新
政
権
の
発
足
―
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だ
。
そ
の
費
用
は
、
党
関
係
者
は
七
五

億
ル
ピ
ー
（
一
米
ド
ル
約
六
〇
ル
ピ
ー

と
し
て
、
約
一
億
二
〇
〇
〇
万
ド
ル
）

程
度
と
控
え
め
だ
が
、
野
党
は
少
な
く

と
も
一
〇
〇
〇
億
ル
ピ
ー
（
一
六
億
七

〇
〇
〇
万
ド
ル
）
は
投
入
さ
れ
た
と
み

て
い
る
。
大
手
広
告
業
者M

adison 
M
edia

と
の
契
約
だ
け
で
も
五
〇
億
ル

ピ
ー
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
業
界
筋
に
よ

れ
ば
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
は
会
議
派
の
四
倍
の
宣

伝
費
を
投
入
し
た
と
い
わ
れ
る
⑷
。
デ

リ
ー
の
投
票
日
で
あ
る
四
月
一
〇
日
に

は
、
主
要
英
字
紙
の
第
一
面
全
面
に
モ

デ
ィ
支
持
を
訴
え
る
色
刷
り
大
広
告
が

掲
げ
ら
れ
た
。

一
方
、
会
議
派
は
、
は
る
か
に
控
え

め
な
選
挙
戦
の
結
果
、
選
挙
前
に
大
方

が
予
想
し
た
一
〇
〇
議
席
前
後
と
い
う

水
準
を
大
幅
に
下
回
る
四
四
議
席
へ
と

転
落
し
た
。
党
勢
回
復
の
多
難
さ
を
う

か
が
わ
せ
る
悲
惨
な
結
果
で
あ
る
。
た

だ
し
、
得
票
率
自
体
は
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
前
回

選
挙
時
の
一
八
・
八
％
よ
り
は
わ
ず
か

だ
が
上
回
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
以
降
の

経
済
低
迷
と
物
価
上
昇
の
同
時
進
行
、

二
〇
一
〇
年
か
ら
の
汚
職
事
件
の
連
発

な
ど
の
打
撃
か
ら
、
会
議
派
は
選
挙
戦

の
開
始
前
に
あ
た
か
も
戦
意
を
喪
失
し

た
か
の
よ
う
に
み
え
た
。
事
実
上
の
首

相
候
補
で
あ
り
な
が
ら
、
訴
え
に
迫
力

を
欠
い
た
ラ
ー
フ
ル
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
の

表 1　第 16 次連邦下院選挙での政党別当選者数
国民民主連合（NDA） 統一進歩連合（UPA） その他

インド人民党 282 インド国民会議派 44 全インド・アンナ・ドラヴィダ進歩連盟 37
公民の力党 6 民族主義会議派 6 全インド草の根会議派 34
アカーリー・ダル 4 インド連合ムスリム連盟 2 ビジュー・ジャナタ・ダル 20
シヴ・セーナー 18 ジャールカンド解放戦線 2 テーランガナ民族会議 11
テルグ・デーサム党 16 ケーララ会議派（M) 1 インド共産党（マルクス主義） 9
アープナ・ダル 2 民族ジャナタ・ダル 4 YSR 会議派 9
民族人民平等党 3 （59） 社会主義党 5
スワビマーニー・パクシャ 1 庶民党 4
労働者党 (PMK) 1 全インド統一民主戦線 3
全インドNR会議派 1 JK 人民民主党 3
全国人民党（インド） 1 インド国民ローク・ダル 2
ナガ人民党 1 ジャナタ・ダル（世俗主義） 2

（336） ジャナタ・ダル（統一派） 2
その他（含む無所属） 6

（148）
（注）議席をすべて失った有力地域政党に、JK 民族会議、多数者社会党、ドラヴィダ進歩連盟がある。その他に含まれる革命社会党（1議席）は下院でUPAを支持している。
（出所）選挙委員会（ECI）ウェブサイトから筆者作成。

表 2　インド人民党の州別、地域別当選者数と得票率（2009 ～ 2014）
総議席 議席 得票率（％）

2014 2009 増減 2014 2009 増減
全国 543 282 116 166 31.0 18.8 12.2 
ジャンムー・カシュミール 6 3 0 3 32.4 18.6 13.8 
パンジャーブ 13 2 1 1 8.7 10.1 -1.4 
チャンディーガル 1 1 0 1 42.2 29.7 12.5 
北部インド 20 6 1 5
アッサム 14 7 4 3 36.5 16.2 20.3 
西ベンガル 42 2 1 1 16.8 6.1 10.7 
オディシャ 21 1 0 1 21.5 16.9 4.6 
アンダマン・ニコバル 1 1 1 0 47.8 44.2 3.6 
アルナーチャル・プラデーシュ 2 1 0 1 46.1 36.7 9.4 
東部インド 89 12 6 6
ヒマーチャル・プラデーシュ 4 4 3 1 53.3 49.6 3.7 
ウッタラーカンド 5 5 0 5 55.3 33.8 21.5 
ハリヤーナー 10 7 0 7 34.7 12.1 22.6 
ウッタル・プラデーシュ 80 71 10 61 42.3 17.5 24.8 
ラージャスターン 25 25 4 21 54.9 36.6 18.3 
デリー 7 7 0 7 46.4 35.2 11.2 
マッディヤ・プラデーシュ 29 27 16 11 54.0 43.5 10.5 
チャッティースガル 11 10 10 0 48.7 45.0 3.7 
ビハール 40 22 12 10 29.4 13.9 15.5 
ジャールカンド 14 12 8 4 40.1 27.5 12.6 
中部インド 225 190 63 127
グジャラート 26 26 15 11 59.1 46.5 12.6 
マハーラーシュトラ 48 23 9 14 27.3 18.2 9.1 
ダドラ・ナガルハヴェリ 1 1 1 0 48.9 46.4 2.5 
ゴア 2 2 1 1 53.4 44.8 8.6 
ダマン・ディウ 1 1 1 0 53.8 65.5 -11.7 
西部インド 78 53 27 26
カルナータカ 28 17 19 -2 43.0 41.6 1.4 
アーンドラ ･プラデーシュ 42 3 0 3 8.5 3.8 4.7 
ケーララ 20 0 0 0 10.3 6.3 4.0 
タミル・ナードゥ 39 1 0 1 5.5 2.3 3.2 
南部インド 131 21 19 2
（注）インド人民党が議席をもたない州、連邦直轄地はケーララ州の他は除外。ただし総議席数には含まれている。
（出所）選挙委員会（ECI）ウェブサイトならびに中津雅昭「インド人民党と協力政党」、広瀬崇子・北川将之、三輪博樹（編）『インド民主主義の発展と現実』、勁草書房、2011、表 5-1 より。
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消
極
的
な
対
応
は
、
選
挙
民
に
背
を
向

け
ら
れ
た
。
宣
伝
戦
が
奏
功
し
た
と
い

わ
れ
る
Ｂ
Ｊ
Ｐ
と
は
対
照
的
に
、
選

挙
後
に
は
、
会
議
派
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
六
〇
億
ル
ピ
ー
で
請
け
負
っ
た

D
entsu India

が
、
会
議
派
幹
部
か
ら

宣
伝
の
不
手
際
を
追
及
さ
れ
る
と
い
う

お
ま
け
ま
で
つ
い
た
⑸
。

た
だ
し
、
注
意
し
た
い
の
は
、
今
回

の
選
挙
で
の
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
勝
利
は
、
会
議

派
批
判
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以

上
に
、
一
九
八
九
年
に
始
ま
る
二
五
年

間
の
連
合
政
治
へ
の
批
判
で
も
あ
っ

た
。
連
合
政
治
、
と
り
わ
け
二
〇
〇
九

年
以
降
の
会
議
派
主
導
連
合
政
権
の
凝

集
性
の
欠
如
が
、
一
転
し
て
強
い
指
導

者
を
求
め
る
選
挙
民
の
意
識
を
醸
成
し

た
と
い
え
よ
う
⑹
。

●「
モ
デ
ィ
・
ウ
ェ
ー
ブ
」
が
席
捲

し
た
「
コ
ア
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
」

今
回
の
選
挙
で
は
小
選
挙
区
制
度
の

特
性
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
、
Ｂ
Ｊ

Ｐ
は
三
一
％
の
得
票
率
で
二
八
二
議
席

を
得
た
。
得
票
率
一
％
あ
た
り
九
・
一

議
席
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
最
高

記
録
で
あ
っ
た
一
九
八
四
年
の
連
邦
下

院
選
に
お
け
る
八
・
六
議
席
を
大
き
く

上
回
っ
て
い
る
。
Ｂ
Ｊ
Ｐ
に
よ
る
選
挙

協
力
の
成
功
と
、
会
議
派
を
は
じ
め
と

す
る
反
対
政
党
の
票
の
分
散
が
原
因
で

あ
る
。

さ
ら
に
今
回
の
選
挙
で
は
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ

の
従
来
か
ら
の
支
持
基
盤
で
あ
る
中
部

（
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
）
州
と
西
部
イ
ン
ド

州
（
両
者
を
合
わ
せ
て
以
下
「
コ
ア
・

リ
ー
ジ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
⑺
）
で
の
圧
倒

的
な
票
の
集
中
が
み
ら
れ
た
。
Ｂ
Ｊ
Ｐ

が
全
国
か
ら
集
め
た
一
億
七
一
六
六
万

票
の
う
ち
、
実
に
一
億
二
七
九
九
万
票

（
七
五
％
）
が
、
こ
の
「
コ
ア
・
リ
ー

ジ
ョ
ン
」
で
投
じ
ら
れ
た
。
中
部
（
ヒ

ン
デ
ィ
ー
語
）
州
全
域
で
の
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の

得
票
率
は
四
三
・
七
％
と
い
う
高
率
で

あ
り
、
西
部
州
全
域
で
は
そ
れ
に
及
ば

な
い
も
の
の
、
三
八
・
五
％
に
達
し
た
。

表
２
に
み
る
よ
う
に
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
二
八

二
議
席
の
う
ち
、「
コ
ア
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
」

は
二
四
三
議
席
（
八
六
％
）
を
占
め
た
。

こ
の
結
果
を
二
〇
〇
九
年
と
比
較
す

る
と
、「
コ
ア
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
」
で
の

Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
一
五
三
議
席
増
は
、
こ
の
地

域
全
域
で
の
会
議
派
に
よ
る
九
八
議
席

減
の
ほ
か
、ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ

州
で
の
社
会
主
義
党
（
△
一
八
）、
多

数
者
社
会
党
（
△
二
〇
）、
民
族
ロ
ー

ク
・
ダ
ル
（
△
五
）、
さ
ら
に
は
ビ
ハ
ー

ル
州
で
の
ジ
ャ
ナ
タ
・
ダ
ル
（
統
一
派
）

（
△
一
八
）
の
合
計
一
五
九
議
席
減
と

ほ
ぼ
一
致
す
る
。「
コ
ア
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
」

で
は
、ま
さ
に
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
「
一
人
勝
ち
」

で
あ
っ
た
。

イ
ン
ド
政
治
の
観
点
か
ら
み
る
と
、

こ
の
「
コ
ア
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
」
に
は
三

つ
の
特
徴
が
あ
る
。
第
一
は
、
こ
の
地

域
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
文
化
の
核
と
な
る
地

域
で
あ
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
的
な
シ
ン

ボ
ル
操
作
が
政
治
動
員
に
有
効
な
働
き

を
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
モ

デ
ィ
は
西
部
イ
ン
ド
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト

州
ヴ
ァ
ド
ー
ダ
ラ
と
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
州

ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
ヴ
ァ

ラ
ナ
シ
ー
の
二
選
挙
区
か
ら
立
候
補

し
、
選
挙
戦
の
な
か
で
も
ガ
ン
ガ
ー
女

神
や
ラ
ー
マ
神
を
し
き
り
に
も
ち
だ
す

こ
と
で
、
多
数
派
で
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
に
訴
え
か
け
た
。
ま
た
二
〇
一

三
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
の
ウ
ッ

タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
西
部
ム
ザ
ッ

フ
ァ
ル
ナ
ガ
ル
で
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ム

ス
リ
ム
暴
動
は
、
宗
教
的
な
亀
裂
を
広

げ
る
こ
と
で
、
多
数
派
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

徒
の
政
治
的
結
集
へ
と
つ
な
が
っ
た
⑻
。

特
徴
の
第
二
は
「
コ
ア
・
リ
ー
ジ
ョ

ン
」
で
は
、
州
レ
ベ
ル
の
対
立
と
中
央

政
権
の
選
択
と
が
重
な
り
あ
い
、
有
権

者
の
選
択
が
明
瞭
に
現
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
州
レ
ベ
ル
と
中
央
レ
ベ
ル
で
の
選

択
肢
が
食
い
違
う
こ
と
の
多
い
東
部
や

南
部
イ
ン
ド
で
は
み
ら
れ
な
い
現
象
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
特
徴
が
合
成
さ
れ

る
と
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代

前
半
の
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
時

代
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
よ
う
に
、「
コ

ア
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
」
で
は
、
一
党
に
期

待
が
集
中
す
る
「
ウ
ェ
ー
ブ
選
挙
」
の

様
相
が
現
れ
る
。
今
回
の
選
挙
は
、
久

方
ぶ
り
の「
ウ
ェ
ー
ブ
選
挙
」で
も
あ
っ

た
（
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
得
票
率
が
三
一
％
に
す

ぎ
な
い
こ
と
を
除
け
ば
）。

そ
し
て
、
第
三
の
特
徴
は
、
末
端

選
挙
区
レ
ベ
ル
で
の
政
党
の
「
垣
根
」

の
低
さ
で
あ
る
。
特
に
中
部
（
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
）
州
で
は
、
か
な
り
の
数
の

政
治
家
が
会
議
派
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
、
社
会
主

義
党
、
多
数
者
社
会
党
な
ど
の
間
を
頻

繁
に
鞍
替
え
す
る
。
今
回
の
場
合
、
Ｂ

Ｊ
Ｐ
の
立
候
補
者
に
つ
い
て
み
る
と
、

ハ
リ
ヤ
ー
ナ
ー
州
で
は
八
名
中
五
名
、

ビ
ハ
ー
ル
州
で
は
三
〇
名
中
一
〇
名
、

ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
で
は
七

八
名
中
一
八
名
が
他
党
か
ら
の
鞍
替
え

組
み
（
い
わ
ゆ
る
「
タ
ー
ン
コ
ー
ト
」）

で
あ
っ
た
。
結
果
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ハ
リ

ヤ
ー
ナ
ー
州
で
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
当
選
者
七
名

中
三
名
、
ビ
ハ
ー
ル
州
で
は
同
じ
く
二

二
名
中
五
名
、
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー

シ
ュ
州
で
は
七
一
名
中
一
六
名
と
、
三

州
合
計
の
当
選
者
一
〇
〇
名
の
う
ち
二

四
名
（
約
四
分
の
一
）
が
、
鞍
替
え
政

治
家
で
あ
っ
た
⑼
。
ハ
リ
ヤ
ー
ナ
ー
か

ら
の
当
選
者
は
さ
っ
そ
く
入
閣
に
成
功

し
た
（
ラ
ー
オ
・
イ
ン
ド
ラ
ジ
ッ
ト
・

シ
ン
計
画
担
当
閣
外
相
）。
こ
れ
ら
の
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選
挙
区
で
は
、
勝
っ
た
政
党
は
変
わ
っ

て
も
選
ば
れ
た
人
物
は
同
じ
と
い
う
結

果
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
下
院
総
議
席
の
六
割
を

占
め
る
「
コ
ア
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
」
に
お

い
て
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
は
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム
さ
な

が
ら
に
、
ヴ
ァ
ド
ー
ダ
ラ
と
ヴ
ァ
ラ
ナ

シ
ー
を
二
つ
の
コ
ー
ナ
ー
と
し
て
、
盤

上
を
サ
フ
ラ
ン
一
色
に
転
じ
る
こ
と
に

成
功
し
た
の
で
あ
る
。

●「
ネ
オ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主
義
」

―
モ
デ
ィ
政
治
の
基
本
理
念
―

Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
発
表
さ

れ
た
の
は
、
異
例
な
こ
と
に
第
一
回
投

票
日
の
当
日
四
月
七
日
で
あ
っ
た
⑽
。

投
票
日
に
ま
で
発
表
が
ず
れ
こ
ん
だ
の

は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
作
成
委
員
会
の
長

で
あ
る
Ｍ
・
Ｍ
・
ジ
ョ
ー
シ
ー
（
元
人

的
資
源
相
）
と
首
相
候
補
で
あ
る
モ

デ
ィ
と
の
意
見
の
調
整
に
手
間
取
っ
た

た
め
と
も
い
わ
れ
る
⑾
。
し
か
し
、
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
が
「
党
の
」
で
あ
る
と
同

時
に
、あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に「
モ
デ
ィ

の
」
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
、

疑
い
な
い
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
現
れ
た

基
本
的
な
政
治
理
念
の
特
徴
を
つ
か
む

こ
と
は
、
モ
デ
ィ
新
政
権
の
各
分
野
で

の
具
体
的
な
政
策
の
方
向
性
を
探
る
う

え
で
不
可
欠
な
作
業
に
な
る
。
ご
く
基

本
的
な
要
素
に
絞
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
以

下
の
三
点
と
な
ろ
う
。

政
治
理
念
の
第
一
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

の
表
紙
に
も
登
場
す
るV

ikas

、
つ
ま

り
経
済
成
長
で
あ
る
。
世
界
不
況
と
同

時
に
進
行
し
た
二
〇
〇
八
年
以
降
の
イ

ン
ド
経
済
の
成
長
鈍
化
の
責
任
を
会
議

派
と
そ
の
連
合
に
帰
す
こ
と
で
、
Ｂ
Ｊ

Ｐ
と
モ
デ
ィ
は
経
済
立
て
直
し
の
旗
手

と
し
て
登
場
し
た
。
成
長
す
る
グ
ジ
ャ

ラ
ー
ト
州
経
済
の
成
果
が
、ウ
ッ
タ
ル
・

プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
や
ビ
ハ
ー
ル
州
な
ど

経
済
後
進
州
へ
の
ア
ピ
ー
ル
の
素
材
に

な
っ
た
。
ま
た
経
済
成
長
を
、
モ
デ
ィ

を
先
頭
と
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主
義

勢
力
が
正
面
切
っ
て
打
ち
出
し
た
こ
と

は
、
か
つ
て
な
い
新
機
軸
で
あ
っ
た
。

従
来
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主
義
は
、
ス

ワ
デ
シ
ー
（
国
産
主
義
）、
禁
欲
、
西

洋
的
価
値
へ
の
反
発
な
ど
、
や
や
も
す

れ
ば
保
守
的
な
倫
理
や
価
値
と
の
親
近

性
を
維
持
し
て
き
た
。
眼
鏡
や
腕
時
計

を
は
じ
め
外
国
高
級
ブ
ラ
ン
ド
品
で
身

を
固
め
る
モ
デ
ィ
氏
な
ら
で
は
の
新
機

軸
で
あ
り
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

に
適
応
し
た
「
ネ
オ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至

上
主
義
」
の
登
場
で
あ
る
。

関
連
し
て
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
表

紙
に
掲
げ
ら
れ
た
「
み
ん
な
で
と
も

に
、
み
ん
な
の
成
長
（Sabka Saath 

Sabka V
ikas

）」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
意

味
を
考
え
る
。「
庶
民
」、「
弱
者
」、「
貧

困
層
」
な
ど
と
政
策
対
象
を
限
定
す
る

の
で
は
な
く
、
政
治
的
な
虚
構
に
終
わ

り
か
ね
な
い
「
み
ん
な
」
を
正
面
切
っ

て
打
ち
出
し
た
戦
略
は
何
を
意
味
す
る

の
か
。
選
挙
で
の
そ
の
効
果
は
別
と
し

て
、
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
し
ば
し
ば
混

同
さ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
の
弱
者
を
意

識
し
た
「
包
摂
的
な
発
展
（Inclusive 
D
evelopm

ent

）」
を
意
味
す
る
の
で

は
な
い
と
思
う
。
こ
れ
は
、
経
済
成
長

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
恩
恵
を
被
ら
な

か
っ
た（
と
観
念
す
る
）「
庶
民
」や「
貧

困
層
」
に
は
新
た
な
恩
恵
を
、
さ
ら
に

は
、
す
で
に
恩
恵
を
（
事
実
上
）
被
っ

て
い
る
層
に
も
一
層
の
恩
恵
を
約
束
す

る
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
は
な
か
ろ
う
か
。
包

摂
性
の
ベ
ク
ト
ル
を
逆
向
き
に
す
る
こ

と
で
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
支
持
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

解
放
す
る
の
が
、
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の

役
割
で
あ
っ
た
ろ
う
。

第
二
の
理
念
は
、
こ
れ
も
ま
た
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
の
表
紙
に
掲
げ
ら
れ
た
「
一

つ
の
イ
ン
ド
、
比
類
な
き
イ
ン
ド
（Ek 

Bharat Shreshtha Bharat

）」
で
あ

る
。
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
す
で
に
二

〇
一
三
年
初
め
に
は
、
在
米
イ
ン
ド
人

団
体
へ
の
、
モ
デ
ィ
州
首
相
に
よ
る
衛

星
通
信
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
な
か
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
一
〇
月
に
行

わ
れ
た
「
サ
ル
ダ
ー
ル
・
パ
テ
ー
ル
像

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
発
足
式
典
以
降
、

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ロ
ゴ
の
一
部
と

し
て
定
着
し
た
。
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
出
身

の
政
治
家
サ
ル
ダ
ー
ル
・
パ
テ
ー
ル
は
、

イ
ン
ド
独
立
に
際
し
て
、
ネ
ル
ー
首
相

に
並
ぶ
副
首
相
兼
内
相
と
し
て
、
藩
王

国
の
統
合
を
は
じ
め
と
す
る
国
家
統
一

を
と
り
し
き
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ビ

ス
マ
ル
ク
に
擬ぎ

せ
ら
れ
、
鉄
腕
宰
相
と

呼
ば
れ
た
。「
サ
ル
ダ
ー
ル
」と
は
頭
領
、

領
袖
の
意
で
あ
る
。
モ
デ
ィ
の
政
治
的

な
偶
像
は
、
同
じ
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
出
身

で
も
マ
ハ
ー
ト
マ
ー
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
で

は
な
く
、
こ
の
サ
ル
ダ
ー
ル
・
パ
テ
ー

ル
で
あ
る
。
パ
テ
ー
ル
像
は
、
州
内
の

ナ
ル
マ
ダ
ー
川
ダ
ム
（
そ
の
名
も
サ
ル

ダ
ー
ル
湖
ダ
ム
）
下
流
三
キ
ロ
の
小
島

に
建
て
ら
れ
る
高
さ
一
八
二
メ
ー
ト

ル
の
巨
像
で
あ
る
。
そ
の
謳
い
文
句

は
、
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
の
救
済

者
キ
リ
ス
ト
像
の
四
倍
以
上
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
自
由
の
女
神
の
二
倍
、
現
在

世
界
最
高
の
中
国
・
魯
山
大
仏
（
一
二

八
メ
ー
ト
ル
）
を
も
上
回
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
米
・
中
を
し
の
ぎ
、
キ
リ

ス
ト
教
、
西
洋
理
念
、
仏
教
の
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
す
べ
て
を
し
の
ぐ
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
味
噌
で
あ
る
。
パ
テ
ー
ル
像

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
一
つ
の
イ
ン
ド
、
比

類
な
き
イ
ン
ド
」
が
、
今
回
の
選
挙
を

契
機
に
、
イ
ン
ド
人
民
党
そ
の
も
の
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
に
昇
格
し
、V

ikas

へ
の
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訴
え
と
と
も
に
、
国
民
の
誇
り
を
あ
お

り
、
大
国
主
義
的
な
期
待
感
を
盛
り
上

げ
た
⑿
。
ま
た
パ
テ
ー
ル
像
の
建
造
に

あ
た
っ
て
は
、そ
の
素
材
の
一
部
に
は
、

全
国
の
村
々
か
ら
敬
虔
な
儀
式
と
と
も

に
奉
じ
ら
れ
た
鉄
製
の
農
具
が
溶
か
し

こ
ま
れ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ア
ヨ
ー

デ
ィ
ヤ
ー
の
ラ
ー
マ
寺
院
へ
の
煉
瓦
捧

納
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
国
民
統
合
儀
礼

の
演
出
に
よ
っ
て
、
パ
テ
ー
ル
像
は
、

観
光
施
設
を
も
併
設
す
る
新
た
な
「
聖

地
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
久
方
ぶ
り

に
下
院
の
過
半
数
を
制
し
た
モ
デ
ィ
の

Ｂ
Ｊ
Ｐ
は
、
い
わ
ば
「
サ
ル
ダ
ー
ル
・

パ
テ
ー
ル
派
の
コ
ン
グ
レ
ス
」
に
も
擬

せ
ら
れ
よ
う
⒀
。

第
三
の
政
治
理
念
は
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
の
な
か
で
統
治
の
基
本
理
念

と
さ
れ
る
「India First

（
イ
ン
ド

―
国
―
が
第
一
）」
で
あ
る
（
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
はSabse 

Pahale Bharat

）。
こ
の
表
現
に

よ
っ
て
、
ム
ス
リ
ム
を
は
じ
め
と
す

る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
特
別
の
配
慮

（appeasem
ent

、
宥
和
）
を
否
定
す

る
立
場
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主
義
の
三
種
の

神
器
と
も
い
う
べ
き
、
ラ
ー
マ
寺
院
建

立
、
ジ
ャ
ン
ム
ー
・
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
の

特
別
な
地
位
を
規
定
し
た
イ
ン
ド
憲
法

第
三
七
〇
条
の
廃
棄
、
そ
れ
に
ム
ス
リ

ム
家
族
法
の
事
実
上
の
廃
止
に
つ
な
が

る
統
一
民
法
典
制
定
が
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

に
は
盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と

関
連
し
て
、
選
挙
中
も
ア
ッ
サ
ム
お
よ

び
西
ベ
ン
ガ
ル
で
モ
デ
ィ
自
身
も
訴
え

た
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
か
ら
の
不
法
流

入
民
（
事
実
上
、
ム
ス
リ
ム
）
の
摘
発

と
追
放
⒁
、
そ
れ
と
対
を
な
す
、
パ
キ

ス
タ
ン
や
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
お
い
て

「
迫
害
さ
れ
た
」
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
へ

の
イ
ン
ド
市
民
権
の
付
与
（
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
曰
く
「
イ
ン
ド
は
迫
害
さ
れ
た
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
徒
のnatural hom

e

で

あ
る
」）
が
公
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
印
パ
分
離
独
立
以
来
、
国
境
を
越
え

た
宗
派
暴
動
が
発
生
す
る
た
び
に
頭
を

も
た
げ
て
き
た「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
国
家
論
」

あ
る
い
は
「
人
口
交
換
論
」
そ
の
も
の

で
あ
り
、
市
民
権
と
宗
教
の
同
一
化
の

論
理
で
あ
る
。
全
人
口
の
八
割
を
占
め

る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
多
数
派
の
論
理
が
濃
厚

な
、
こ
の
よ
う
な
理
念
の
強
調
は
、
選

挙
戦
で
は
極
力
抑
制
さ
れ
た
。し
か
し
、

こ
れ
が
単
な
る
選
挙
用
の
一
時
的
な
方

便
で
は
な
く
、
新
政
権
の
理
念
的
基
礎

の
一
部
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

ネ
オ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主
義
は
、

こ
れ
ら
新
と
旧（
第
一
に
対
す
る
第
二
、

第
三
の
理
念
）、
裏
と
表
（
第
三
に
対

す
る
第
一
、
第
二
の
理
念
）
の
対
を
な

す
三
つ
の
理
念
の
融
合
物
と
し
て
、
新

政
権
の
諸
政
策
の
根
底
に
お
か
れ
て
い

る
。
こ
の
関
係
を
図
示
し
た
の
が
、
図

１
で
あ
る
。

●
遠
心
か
ら
求
心
へ
―「
大
統
領

型
」
政
権
ス
タ
イ
ル
―

イ
ン
ド
人
民
党
に
よ
る
単
独
過
半
数

の
達
成
を
背
景
に
、
与
党
が
政
権
運
営

の
主
導
権
を
発
揮
で
き
る
環
境
が
生
ま

れ
た
。
そ
う
し
た
環
境
の
も
と
で
予
想

さ
れ
る
モ
デ
ィ
首
相
の
政
権
運
営
ス

タ
イ
ル
は
、
選
挙
戦
同
様
、「
大
統
領

型
」
と
も
形
容
で
き
る
も
の
と
な
ろ

う
。
議
院
内
閣
制
の
国
で
も
、
メ
デ
ィ

ア
の
発
達
な
ど
か
ら
、
有
権
者
の
投
票

行
動
が
各
政
党
の
首
相
候
補
者
に
左
右

さ
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
、
こ
れ
を
政
治

学
で
は
「
大
統
領
化
」
と
名
づ
け
て
い

る
⒂
。
イ
ン
ド
で
は
さ
ら
に
、
近
年
の

連
合
政
権
下
で
の
政
情
不
安
や
政
策
決

定
の
遅
れ
、
行
政
の
麻
痺
な
ど
か
ら
、

首
相
候
補
に
強
い
指
導
力
を
期
待
す
る

傾
向
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
⒃
。
今
回
の
選
挙
は
、
ま
さ
に
そ
の

よ
う
な
「
大
統
領
化
」
の
典
型
例
で

あ
っ
た
。
就
任
後
の
モ
デ
ィ
首
相
の
政

策
決
定
機
構
も
、
過
去
二
五
年
間
の
連

合
政
治
に
み
ら
れ
た
遠
心
的
な
分
散
型

か
ら
、
そ
の
正
反
対
の
求
心
的
な
集
権

型
へ
と
突
き
進
も
う
と
す
る
動
き
が
感

じ
と
れ
る
。
そ
の
中
核
に
置
か
れ
る
の

は
、強
化
さ
れ
た
「
首
相
府
（
Ｐ
Ｍ
Ｏ
）」

で
あ
る
。

Ｐ
Ｍ
Ｏ
に
は
モ
デ
ィ
首
相
が
州
首
相

時
代
か
ら
重
用
し
て
き
た
数
名
の
イ
ン

ド
行
政
職
官
僚
が
、
そ
の
ま
ま
配
置
転

換
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
Ｐ
Ｍ
Ｏ
の
政

策
上
の
頭
脳
と
し
て
は
、
前
政
権
に
お

け
る
全
国
諮
問
評
議
会
（
Ｎ
Ａ
Ｃ
）
に

相
当
す
る
、
一
〇
名
ほ
ど
か
ら
な
る
顧

問
会
議
（A

dvisory Board

）
が
お

か
れ
る
予
定
で
あ
る
。
顧
問
会
議
は
、

ほ
と
ん
ど
の
中
心
的
な
政
策
分
野
に
つ

い
て
、
省
に
依
存
し
な
い
政
策
的
な
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
す
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
閣
僚
（
Ｒ
・
Ｓ

プ
ラ
サ
ー
ド
通
信
情
報
技
術
相
・
法
相
）

EK BHARAT
SHRESHTHA BHARAT

SABSE PAHALE BHARAT
India First)

VIKAS

（出所）筆者作成。

図１　「ネオ・ヒンドゥー至上主義」の理念構造
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は
、
モ
デ
ィ
政
権
を
首
相
府
主
導
政
権

（PM
O
-driven governm

ent

）
と
表

現
し
て
い
る
。
会
議
派
主
導
の
連
合
政

権
に
お
い
て
政
策
決
定
装
置
と
し
て
多

用
さ
れ
た
関
係
閣
僚
会
議
（Group of 

M
inisters

：
Ｇ
ｏ
Ｍ
）
の
よ
う
な
仕

組
み
は
用
い
ら
れ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て

は
閣
僚
の
頭
越
し
に
、
首
相
府
と
関
係

省
庁
と
の
直
接
協
議
で
政
策
決
定
が
進

め
ら
れ
る
⒄
。

政
権
発
足
直
後
か
ら
モ
デ
ィ
首
相

は
、
主
要
省
庁
の
次
官
か
ら
直
接
に
重

要
課
題
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
開
始

し
た
。
閣
僚
中
で
一い

っ

頭と
う

地ち

ぬ
き
ん
で
た

（Prim
us super Pares

）
首
相
の
存

在
と
そ
の
負
担
は
、
従
来
に
な
く
大
き

い
が
、
あ
ら
ゆ
る
重
要
決
定
が
首
相
府

の
判
断
待
ち
と
い
う
よ
う
な
事
態
に
な

れ
ば
、
こ
の
集
権
的
な
装
置
は
逆
効
果

に
も
な
ろ
う
。と
も
あ
れ
、当
面
モ
デ
ィ

政
権
の
も
と
で
、
振
り
子
は
遠
心
か
ら

求
心
へ
と
、
か
な
り
極
端
に
振
れ
て
い

る
。こ

う
な
る
と
、
従
来
か
ら
イ
ン
ド
政

治
の
特
徴
で
あ
っ
た
、
国
家
機
構
間

の
複
雑
な
「
抑
制
と
均
衡
（checks 

and balances

）」
の
関
係
が
、
新
政

権
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の

か
（
あ
る
い
は
し
な
い
の
か
）
が
、
今

後
の
政
治
運
営
上
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と

な
っ
て
く
る
。
執
行
府
と
立
法
府
（
連

邦
議
会
）、
中
央
政
府
と
州
政
府
、
そ

し
て
執
行
府
と
司
法
機
関
お
よ
び
準
司

法
機
関
の
関
係
と
い
う
三
つ
の
角
度
か

ら
、
論
点
を
探
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
連
邦
議
会
に
つ
い
て
み
る
と
、

国
民
会
議
派
が
野
党
第
一
党
と
は
い

え
、
議
席
の
一
割
に
も
満
た
な
い
四
四

議
席
の
弱
小
勢
力
に
転
落
し
⒅
、
そ
れ

に
続
く
全
イ
ン
ド
・
ア
ン
ナ
・
ド
ラ
ヴ
ィ

ダ
進
歩
連
盟
（
三
七
議
席
）、
全
イ
ン

ド
草
の
根
会
議
派
（
三
四
議
席
）
と
大

差
な
い
議
席
し
か
獲
得
で
き
な
か
っ
た

こ
と
は
、
院
内
で
の
野
党
全
体
の
力
量

を
著
し
く
弱
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
う
え
、
会
議
派
は
下
院
の
議
員
団
長

に
、
カ
ル
ナ
ー
タ
カ
州
出
身
の
高
齢
政

治
家
Ｍ
・
Ｍ
・
カ
ル
ゲ
（
七
二
歳
）
を

あ
て
る
と
い
う
消
極
的
な
対
応
を
と
っ

て
い
る
。
決
算
委
員
会
や
主
要
な
省
別

常
任
委
員
会
（
Ｄ
Ｒ
Ｓ
Ｃ
）
の
委
員
長

職
は
、
伝
統
的
に
野
党
に
配
分
す
る
習

わ
し
が
あ
る
が
、
会
議
派
を
は
じ
め
と

す
る
野
党
政
治
家
が
、
こ
れ
ら
ポ
ス
ト

を
い
か
に
有
効
に
活
用
で
き
る
か
、
そ

の
能
力
が
問
わ
れ
て
い
る
。
逆
に
連
邦

上
院
で
は
Ｂ
Ｊ
Ｐ
は
二
四
五
議
席
の
う

ち
四
二
議
席
、
Ｎ
Ｄ
Ａ
の
有
力
政
党
を

入
れ
て
も
五
四
議
席
に
過
ぎ
な
い
。
大

胆
な
立
法
措
置
は
六
七
議
席
の
会
議
派

を
始
め
、
地
域
政
党
の
合
意
を
取
り
付

け
る
厄
介
な
作
業
と
な
る
だ
ろ
う
。
Ｐ

Ｍ
Ｏ
主
導
の
モ
デ
ィ
政
権
が
、
政
策
実

施
に
あ
た
っ
て
連
邦
議
会
を
迂
回
す
る

条
件
は
そ
ろ
っ
て
い
る
⒆
。

中
央
政
府
と
州
政
府
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
必
ず
し
も
一
方
向
的
な
中
央
集

権
化
が
想
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
依
然
と
し
て
地
域
政
党
全
体
の
得

票
率
が
五
割
を
占
め
て
い
る
現
実
か

ら
、
タ
ミ
ル
・
ナ
ー
ド
ゥ
、
西
ベ
ン
ガ

ル
、
オ
リ
ッ
サ
、
ビ
ハ
ー
ル
な
ど
有
力

な
野
党
州
政
権
に
対
し
て
は
、
一
致
し

た
行
動
が
と
ら
れ
な
い
よ
う
、
そ
れ
ぞ

れ
の
改
選
期
が
く
る
ま
で
は
、
個
別
的

対
応
を
慎
重
に
行
う
こ
と
だ
ろ
う
。
連

邦
上
院
対
策
か
ら
も
地
域
政
党
と
の
摩

擦
は
避
け
た
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
Ｐ

Ｍ
Ｏ
の
顧
問
会
議
の
一
員
と
想
定
さ
れ

る
ア
ル
ン
・
シ
ョ
ウ
リ
ー（
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ

ペ
ー
イ
ー
政
権
に
お
け
る
民
営
化
・
通

信
情
報
技
術
等
担
当
相
）
は
、
中
央
と

州
の
共
管
事
項
（
産
業
、
雇
用
労
働
、

教
育
な
ど
）
に
つ
い
て
、
州
法
の
例
外

的
、
個
別
的
な
優
越
を
許
容
す
る
憲
法

第
二
五
四
条
第
二
項
の
活
用
を
し
き
り

に
提
唱
し
て
い
る
⒇
。
連
邦
立
法
に
よ

ら
な
い
州
レ
ベ
ル
か
ら
の
改
革
を
加
速

さ
せ
、
州
間
の
競
争
を
促
す
政
策
で
あ

る
と
と
も
に
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
に
い
う
、
中
央
政
府
と
州
政
府
の
協

働
に
よ
る
「
チ
ー
ム
・
イ
ン
デ
ィ
ア
」

方
式
の
一
例
で
も
あ
る
21
。
Ｎ
・
シ
ー

タ
ー
ラ
ー
マ
ン
通
商
・
産
業
担
当
閣
外

相
が
早
く
も
各
州
政
府
に
要
請
し
た
よ

う
に
、
州
レ
ベ
ル
で
の
投
資
環
境
の
整

備
が
優
先
的
な
課
題
で
あ
る
22
。

モ
デ
ィ
政
権
が
連
邦
議
会
、
野
党
州

政
権
よ
り
も
対
応
に
苦
心
す
る
の
は
、

司
法
府
、
あ
る
い
は
準
司
法
機
関
と
の

関
係
で
あ
ろ
う
23
。
二
〇
一
〇
年
秋
に

端
を
発
し
た
汚
職
腐
敗
政
治
へ
の
批
判

的
世
論
は
底
流
と
し
て
根
強
い
。
中
央

の
政
権
を
握
っ
た
Ｂ
Ｊ
Ｐ
は
、
傘
下
の

州
政
権
と
と
も
に
、
一
転
し
て
監
視
さ

れ
る
側
に
回
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
在
任

中
、
モ
デ
ィ
州
首
相
は
、
州
レ
ベ
ル
の

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
で
あ
る
ロ
ー
カ
ユ
ク

タ
（Lokayukta

）
の
任
命
を
、
一
〇

年
間
に
わ
た
っ
て
拒
否
し
て
き
た
経
緯

が
あ
る
。
ま
た
政
治
の
透
明
性
を
求
め

る
情
報
公
開
制
度
に
対
し
て
も
、
選
挙

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
中
に
、
情
報
公
開
法

（Right to Inform
ation A

ct

：
Ｒ
Ｔ

Ｉ
法
）
な
ど
は
「
腹
の
た
し
に
も
な
ら

な
い
」
と
反
感
を
表
明
し
た
こ
と
が
あ

る
24
。
決
定
権
の
集
中
し
た
Ｐ
Ｍ
Ｏ
が

ど
の
よ
う
に
政
治
の
説
明
責
任
と
透
明

性
を
維
持
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
発
信
に
は
、
人
並
み
外
れ
た

能
力
を
発
揮
し
て
き
た
モ
デ
ィ
首
相

は
、
守
勢
に
回
っ
た
時
に
、
ど
の
よ
う

な
対
応
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

権
限
の
過
度
の
集
中
は
リ
ス
ク
も
と
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も
な
う
。
い
か
に
情
報
網
を
張
ろ
う
と

も
、
頂
点
に
は
選
択
さ
れ
た
情
報
し
か

届
か
な
い
と
い
う
事
例
は
、
非
常
事
態

期
の
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
を
引

き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
い
。
ま
た
突

出
し
た
個
人
は
、
容
易
に
、
様
々
な
勢

力
に
よ
る
攻
撃
の
標
的
に
な
ろ
う
。
逆

に
護
衛
や
治
安
上
の
手
厚
い
配
慮
は
、

一
般
大
衆
と
首
相
と
の
距
離
を
広
げ
か

ね
な
い
。
Ｔ
Ｖ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
の
み

で
、
そ
の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。
権
限
集
中
の
リ
ス
ク

へ
の
モ
デ
ィ
政
権
の
備
え
も
今
後
の
み

ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

●
政
府
と
政
権
党
の
関
係

内
政
上
の
課
題
と
し
て
次
に
検
討
す

る
の
は
、
政
権
と
そ
の
支
持
基
盤
で
あ

る
政
権
党
Ｂ
Ｊ
Ｐ
お
よ
び
モ
デ
ィ
首
相

の
出
身
母
体
で
も
あ
る
民
族
奉
仕
団

（
Ｒ
Ｓ
Ｓ
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
Ｂ
Ｊ

Ｐ
と
Ｒ
Ｓ
Ｓ
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、

と
も
に
モ
デ
ィ
首
相
の
出
身
母
体
で
あ

り
な
が
ら
、
圧
倒
的
な
選
挙
結
果
を
通

じ
て
、
発
言
権
の
バ
ラ
ン
ス
が
首
相
個

人
の
側
に
大
き
く
傾
い
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
は
Ｂ
Ｊ
Ｐ
に
お
い
て
は
著

し
い
25
。

党
組
織
か
ら
の
モ
デ
ィ
個
人
の
独
自

性
は
、
選
挙
戦
の
当
初
か
ら
明
ら
か
で

あ
っ
た
。
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
首
相
候
補
者
と
し
て
の
モ

デ
ィ
の
シ
ン
ボ
ル
・
マ
ー
ク
は
、
実
は

Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
で
は
な

い
。
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
シ
ン
ボ
ル
・
マ
ー
ク
は

オ
レ
ン
ジ
の
蓮
の
花
弁
に
緑
の
萼が

く

で
あ

る
が
、
モ
デ
ィ
が
選
挙
戦
中
に
用
い
た

の
は
白
蓮
華
で
あ
る
。
し
か
も
電
子
投

票
機
の
党
の
マ
ー
ク
と
同
じ
デ
ザ
イ
ン

が
意
識
的
に
用
い
ら
れ
た
。

ま
た
選
挙
戦
を
通
じ
て
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
は

モ
デ
ィ
を
中
核
と
す
る
指
導
部
に
実
質

的
に
衣
替
え
し
た
。
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

の
表
紙
で
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ

ペ
ー
イ
ー
（
一
九
二
四
〜
）、
Ｌ
・
Ｋ
・

ア
ド
ヴ
ァ
ー
ニ
ー（
一
九
二
七
〜
）、Ｍ
・

Ｍ
・
ジ
ョ
ー
シ
ー
（
一
九
三
四
〜
）
の

ベ
テ
ラ
ン
三
名
は
総
裁
の
ラ
ー
ジ
ナ
ー

ト
・
シ
ン
（
一
九
五
一
〜
）
と
と
も
に

左
上
の
ス
ペ
ー
ス
に
縦
一
列
に
並
ん
で

い
る
。
そ
し
て
中
央
や
や
下
に
は
、
い

わ
ば
現
役
部
隊
と
し
て
、
モ
デ
ィ
（
一

九
五
〇
〜
）
を
先
頭
に
、
左
右
そ
れ
ぞ

れ
に
上
下
両
院
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
Ａ
・

ジ
ェ
ー
ト
リ
ー
（
一
九
五
二
〜
）
と
Ｓ
・

ス
ワ
ラ
ー
ジ
（
一
九
五
二
〜
）
が
、
さ

ら
に
そ
の
脇
に
Ｂ
Ｊ
Ｐ
が
与
党
で
あ
る

四
州
の
州
首
相
が
二
名
ず
つ
配
置
さ
れ

た
。
州
首
相
は
全
員
が
一
九
五
二
年
か

ら
五
九
年
の
間
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
こ

う
し
て
一
九
五
〇
年
生
ま
れ
の
モ
デ
ィ

を
筆
頭
と
す
る
指
導
部
が
確
立
し
た
。

選
挙
開
票
後
は
、
組
閣
や
党
の
人
事
な

ど
の
重
要
案
件
に
つ
い
て
、
ラ
ー
ジ

ナ
ー
ト
・
シ
ン（
内
務
相
就
任
）、ジ
ェ
ー

ト
リ
ー
（
財
務
相
兼
国
防
相
）
に
加
え

て
前
総
裁
で
あ
る
Ｎ
・Ｊ
・
ガ
ド
カ
リ
ー

（
運
輸
、
高
速
道
、
海
運
相
、
一
九
五

七
〜
）
の
三
名
が
い
わ
ば
非
公
式
の
核

と
な
っ
て
決
定
に
あ
た
っ
て
い
る
。
入

閣
者
の
な
か
で
も
ア
ド
ヴ
ァ
ー
ニ
ー
派

と
目
さ
れ
て
き
た
ス
ワ
ラ
ー
ジ
と
元
総

裁
Ｖ
・
ナ
イ
ド
ゥ
（
一
九
四
九
〜
）
は
、

そ
れ
ぞ
れ
外
務
、
議
会
担
当
と
い
う
要

職
閣
僚
で
あ
る
が
、
モ
デ
ィ
を
中
心
と

す
る
非
公
式
の
核
か
ら
は
外
さ
れ
て
い

る
。こ

う
し
て
党
の
頂
点
の
再
編
が
進
ん

だ
。
し
か
し
、
選
挙
区
の
底
辺
に
ま
で

降
り
て
み
れ
ば
、
選
挙
を
通
じ
て
党
組

織
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
た
兆
し
は

み
ら
れ
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
選
出

さ
れ
た
連
邦
下
院
議
員
の
犯
罪
歴
を
、

立
候
補
時
に
提
出
を
義
務
づ
け
ら
れ
た

申
告
書
に
よ
っ
て
分
析
し
た
非
政
府
組

織
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
二

八
一
議
員
中
九
八
名
（
三
四
・
九
％
）

が
何
ら
か
の
刑
事
事
件
に
絡
ん
で
起

訴
中
で
あ
り
、
う
ち
六
三
名
（
二
二
・

四
％
）
は
暴
行
、
殺
人
、
誘
拐
な
ど
の

重
大
犯
罪
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の

非
政
府
組
織
は
、
新
閣
僚
の
う
ち
四
四

名
に
つ
い
て
、
同
じ
く
被
起
訴
者
一
三

名
、
う
ち
八
名
が
重
大
犯
罪
の
関
係
者

で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
二
〇
一
〇
年
秋

以
降
の
政
治
浄
化
世
論
の
高
ま
り
の
な

か
で
問
題
と
さ
れ
た
「
政
治
の
犯
罪
化

（crim
inalization of politics

）」
現

象
は
、
政
治
の
底
辺
で
は
い
さ
さ
か
の

変
化
も
な
い
。
二
〇
一
四
年
四
月
二
一

日
に
ハ
ル
ド
ー
イ
で
行
っ
た
選
挙
演
説

で
、「
疑
わ
し
き
も
の
を
罰
す
る
こ
と

で
、
次
期
議
会
は
清
潔
に
な
る
」
と
約

束
し
た
モ
デ
ィ
首
相
の
対
応
が
注
目
さ

れ
る
26
。

●
否
め
な
い
民
族
奉
仕
団
（
Ｒ
Ｓ

Ｓ
）
と
の
関
係

冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
に
、
モ
デ
ィ
の

出
身
母
体
で
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主

義
団
体
Ｒ
Ｓ
Ｓ
は
、
今
回
選
挙
で
、
イ

ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
が
大
敗
北
を

喫
し
た
一
九
七
七
年
総
選
挙
以
来
と
い

わ
れ
る
、
大
規
模
な
組
織
動
員
を
行
っ

た
。
そ
の
背
景
に
は
会
議
派
連
合
政
権

の
一
〇
年
間
に
、
Ｒ
Ｓ
Ｓ
の
基
礎
単
位

で
あ
る
支
部
（
シ
ャ
ー
カ
ー
）
数
が
五

万
台
か
ら
三
万
九
二
八
三
支
部
に
ま
で

減
少
す
る
と
い
う
組
織
上
の
危
機
が

あ
っ
た
。
Ｂ
Ｊ
Ｐ
と
モ
デ
ィ
候
補
の
支

援
活
動
を
通
じ
て
組
織
の
回
復
が
め
ざ

さ
れ
、選
挙
期
間
中
の
報
道
に
よ
る
と
、

支
部
数
は
か
な
り
回
復
し
て
四
万
四
九

八
二
支
部
に
達
し
た
よ
う
で
あ
る
27
。
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Ｒ
Ｓ
Ｓ
と
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
関
係
で
も
、
こ

の
間
Ｒ
Ｓ
Ｓ
幹
部
の
若
返
り
が
進
む
一

方
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
で
は
ア
ド
ヴ
ァ
ー
ニ
ー
、

ジ
ョ
ー
シ
ー
ら
の
古
参
幹
部
が
健
在
で

あ
り
、
指
導
部
の
年
齢
ギ
ャ
ッ
プ
が
両

者
の
意
思
疎
通
を
滞
ら
せ
る
一
因
に

も
な
っ
た
。
Ｒ
Ｓ
Ｓ
の
最
高
指
導
者

（Sarsanghachalak
）
の
モ
ー
ハ
ン
・

バ
ー
グ
ワ
ト
は
モ
デ
ィ
と
同
年
の
一
九

五
〇
年
生
ま
れ
で
あ
り
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
内
部

に
お
け
る
モ
デ
ィ
の
台
頭
、
そ
の
指
導

権
の
確
立
で
、
Ｒ
Ｓ
Ｓ
と
Ｂ
Ｊ
Ｐ
幹
部

の
年
齢
ギ
ャ
ッ
プ
は
解
消
さ
れ
た
。
ま

た
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
の
Ｒ
Ｓ
Ｓ
恒

例
の
最
高
指
導
者
に
よ
る
創
立
記
念
日

講
演
で
、
バ
ー
グ
ワ
ト
は
、
異
例
に
も

講
演
の
三
分
の
一
を
当
面
の
経
済
、
政

治
問
題
に
割
き
、
時
代
に
即
応
し
な
が

ら
も
模
倣
で
な
い
努
力
に
よ
る
経
済
成

長
の
必
要
性
を
強
調
し
た
と
い
わ
れ

る
。
理
念
的
に
も
モ
デ
ィ
のV
ikas

論

と
歩
調
が
合
っ
て
い
る
28
。

円
滑
な
協
調
関
係
を
回
復
し
た
こ
と

を
示
す
よ
う
に
、
モ
デ
ィ
を
中
心
に
し

た
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
上
記
の
「
非
公
式
の
核
」

は
、
選
挙
の
勝
利
確
定
後
、
組
閣
や
当

面
の
政
策
決
定
な
ど
の
節
目
節
目
に
、

Ｒ
Ｓ
Ｓ
と
緊
密
な
連
絡
を
と
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、「
ネ
オ
・

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主
義
」
に
お
け
る
旧

来
の
要
素
で
あ
る
ラ
ー
マ
寺
院
建
立
、

憲
法
第
三
七
〇
条
の
廃
棄
、
統
一
民
法

典
の
制
定
な
ど
が
、
モ
デ
ィ
政
権
の
優

先
的
な
政
策
課
題
と
な
る
こ
と
を
意
味

し
な
い
。
一
部
の
新
閣
僚
な
ど
は
就
任

直
後
第
三
七
〇
条
の
廃
棄
の
議
論
を
す

ぐ
に
も
開
始
す
る
よ
う
な
発
言
を
し

て
、
ジ
ャ
ン
ム
ー
・
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
州

首
相
オ
マ
ル
・
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
州
首

相
の
強
い
反
発
を
招
い
た
が
、
そ
の
後

の
内
務
担
当
閣
外
相
Ｋ
・
リ
ジ
ジ
ュ
の

発
言
に
よ
れ
ば
、「
第
三
七
〇
条
問
題

は
首
相
府
に
決
定
が
任
さ
れ
て
い
る
」

と
の
こ
と
で
あ
る
29
。
お
そ
ら
く
は
モ

デ
ィ
首
相
本
人
も
、
そ
し
て
Ｒ
Ｓ
Ｓ
幹

部
ら
も
、
選
挙
で
の
勝
利
が
経
済
成
長

の
訴
え
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
よ
く
認
識
し
て
お
り
30
、

こ
れ
ら
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
多
数
派
向
け
の
、

い
わ
ゆ
る
「
分
断
的
な
」
課
題
に
当
面

は
高
い
優
先
度
を
与
え
る
こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
が
過

半
数
を
制
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
ら
の
課
題
で
何
の
進
展
も
な
い
と
い

う
状
態
は
、
Ｒ
Ｓ
Ｓ
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至

上
主
義
勢
力
の
不
満
を
醸
成
す
る
だ
ろ

う
。
ど
の
段
階
で
、
ど
の
よ
う
な
状
況

の
下
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
、
こ
れ
ら

の
課
題
に
手
を
付
け
る
か
は
、
政
権
と

Ｒ
Ｓ
Ｓ
と
の
間
で
慎
重
に
み
は
か
ら
れ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
Ｒ
Ｓ
Ｓ

は
、
政
策
決
定
全
般
に
、
か
な
り
の
独

自
性
を
モ
デ
ィ
首
相
に
与
え
て
い
る
よ

う
で
あ
る
31
。

た
だ
し
政
権
は
、
と
り
あ
え
ず
は
、

Ｒ
Ｓ
Ｓ
の
選
挙
支
援
へ
の
「
返
礼
」
を

せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ヴ
ァ
ー

ジ
ュ
ペ
ー
イ
ー
政
権
期
に
も
み
ら
れ
た

こ
と
で
あ
る
が
、
政
府
の
傘
下
に
あ
る

文
化
、
教
育
関
連
機
関
へ
の
Ｒ
Ｓ
Ｓ
関

係
者
の
任
命
、
そ
の
他
便
宜
の
供
与
は

当
然
の
こ
と
と
し
て
進
め
ら
れ
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
ド
古
典
学
者
Ｗ
・
ド

ニ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
関

す
る
著
作
の
発
禁
問
題
を
引
き
起
こ
し

た
32
、「
教
育
を
救
う
運
動
の
会
」
主

宰
者
デ
ィ
ナ
ナ
ー
ト
・
バ
ト
ラ
な
ど
も

モ
デ
ィ
首
相
の
就
任
式
に
招
待
さ
れ
て

い
る
。
モ
デ
ィ
政
権
下
で
は
、
Ｒ
Ｓ
Ｓ

が
本
来
の
活
動
分
野
と
す
る
文
化
面
で

の
活
動
が
活
発
化
す
る
で
あ
ろ
う
か

ら
、
今
後
も
政
権
の
頂
点
で
の
動
き
の

み
な
ら
ず
、
文
化
、
社
会
の
底
辺
で
の

動
向
に
も
目
を
配
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

●
危
う
い
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
地
位

政
治
の
頂
点
と
社
会
の
底
辺
に
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
至
上
主
義
が
足
場
を
築
い
た
状

況
の
下
で
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
と
り
わ

け
ム
ス
リ
ム
の
反
応
は
複
雑
で
あ
る
。

今
回
の
選
挙
で
も
ム
ス
リ
ム
票
が
目
立

つ
ほ
ど
多
く
Ｂ
Ｊ
Ｐ
に
流
れ
た
と
い
う

事
情
は
み
ら
れ
な
い
。
投
票
行
動
に
関

す
る
調
査
を
長
年
行
っ
て
き
た
発
展
社

会
研
究
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
）
の
調

査
で
も
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
に
流
れ
た
ム
ス
リ
ム

票
は
八
％
で
あ
り
、
前
回
の
四
％
よ
り

は
増
え
た
も
の
の
、
一
九
九
九
年
、
二

〇
〇
四
年
の
七
％
と
さ
ほ
ど
の
差
は
な

い
33
。
ま
た
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の
立
候
補
者
四

八
二
名
の
う
ち
ム
ス
リ
ム
候
補
は
七
名

で
あ
っ
た
が
、
全
員
落
選
し
た
34
。
か

れ
ら
に
関
す
る
限
り
「
電
柱
」
の
例
え

は
通
用
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
下

院
全
体
で
も
ム
ス
リ
ム
の
当
選
者
は
二

三
名
（
四
・
二
％
）
で
、
比
率
と
し
て

は
一
九
五
二
年
の
第
一
回
下
院
選
以
来

の
低
さ
と
な
っ
た
。

ム
ス
リ
ム
選
挙
民
に
と
っ
て
も
、
Ｂ

Ｊ
Ｐ
の
勝
利
は
予
期
さ
れ
た
結
果
で
は

あ
っ
た
。
ア
フ
メ
ダ
ー
バ
ー
ド
の
ム
ス

リ
ム
居
住
区
の
様
子
を
伝
え
る
報
道
に

よ
れ
ば
、
趨
勢
が
明
ら
か
に
な
る
と
、

多
く
の
家
庭
が
早
々
に
ニ
ュ
ー
ス
を
消

し
て
、
静
か
に
、
し
か
し
警
戒
的
に
結

果
を
受
け
止
め
た
。
商
店
は
扉
を
降
ろ

し
、
普
段
の
よ
う
に
街
頭
で
遊
ぶ
子
供

の
姿
も
み
ら
れ
な
か
っ
た
35
。
こ
う
し

た
ム
ス
リ
ム
大
衆
の
雰
囲
気
を
反
映
し

て
、
モ
デ
ィ
に
批
判
的
な
態
度
を
と
り

続
け
て
き
た
イ
ン
ド
・
ウ
ラ
マ
ー
協
会

（Jam
iat U

lam
a-i-H

ind

）
も
、
政
権

に
対
し
て
必
要
以
上
に
対
立
的
な
態
度

を
と
ら
ず
、
建
設
的
な
対
話
路
線
を
と
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る
と
表
明
し
た
36
。

皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
の
開
票
当
日
、

グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
の
州
都
ガ
ン
デ
ィ
ー
ナ

ガ
ル
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
（
ア
ク
サ
ル

ダ
ム
寺
院
）
の
爆
破
犯
と
し
て
二
〇
〇

三
年
以
来
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
防
止
法
（
Ｐ

Ｏ
Ｔ
Ａ
）」
の
も
と
で
拘
禁
さ
れ
て
い

た
六
名
の
ム
ス
リ
ム
に
つ
い
て
、
最
高

裁
は
州
政
府
が
証
拠
を
十
分
に
検
討
せ

ず
に
拘
禁
を
継
続
し
て
い
た
と
し
て
、

全
員
の
釈
放
を
命
じ
た
（
六
月
六
日
に

も
さ
ら
に
二
名
を
釈
放
）37
。
ム
ス
リ
ム

男
性
を
テ
ロ
容
疑
で
無
差
別
に
拘
禁
し

て
き
た
の
は
、
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
政
府

に
限
ら
な
い
。
イ
ン
ド
学
生
イ
ス
ラ
ー

ム
運
動
（
Ｓ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
）
の
関
係
者
で
あ

る
こ
と
を
理
由
と
す
る
拘
禁
は
、
各
州

高
裁
に
持
ち
込
ま
れ
た
一
一
一
件
の
う

ち
、
二
〇
一
二
年
ま
で
に
九
七
件
が
拘

禁
事
由
不
十
分
で
釈
放
さ
れ
て
い
る
38
。

こ
う
し
た
実
際
の
経
験
か
ら
生
ま
れ

る
不
安
を
ム
ス
リ
ム
社
会
か
ら
取
り
除

く
こ
と
は
、
新
政
権
の
大
き
な
課
題
で

あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
底
辺
で
の
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
不
安
を
む
し
ろ
増
長
す
る
よ

う
な
動
き
が
す
で
に
各
地
で
み
ら
れ

る
。
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
で

は
、
Ｒ
Ｓ
Ｓ
傘
下
の
学
生
組
織
、
青
年

組
織
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
他
宗
教

へ
の
改
宗
阻
止
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
の

安
全
確
保
、
ラ
ー
マ
寺
院
の
建
設
な
ど

を
掲
げ
て
、
メ
ン
バ
ー
の
大
幅
な
拡
張

を
目
指
し
て
動
き
始
め
て
い
る
39
。
マ

ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
で
は
、
六
月
二

日
に
、
歴
史
上
の
英
雄
シ
ヴ
ァ
ー
ジ
ー

や
シ
ヴ
・
セ
ー
ナ
ー
の
創
設
者
バ
ル
・

タ
ー
ク
レ
ー
を
冒
涜
す
る
画
像
が
フ
ェ

イ
ス
ブ
ッ
ク
で
流
さ
れ
た
と
し
て
、
プ

ネ
ー
市
を
中
心
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
ラ
ー

シ
ュ
ト
ラ
・
セ
ー
ナ
ー
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

民
族
軍
団
）
と
名
乗
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至

上
主
義
団
体
ら
が
、
街
頭
で
の
示
威
行

動
を
お
こ
し
、
事
件
と
は
全
く
無
関
係

の
二
八
歳
の
ム
ス
リ
ム
の
Ｉ
Ｔ
エ
ン
ジ

ニ
ア
を
殺
害
す
る
と
い
う
事
件
が
発
生

し
た
40
。
二
〇
一
四
年
一
二
月
に
予
定

さ
れ
て
い
る
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州

議
会
選
挙
に
向
け
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
多

数
派
の
結
集
の
た
め
に
宗
教
対
立
を
利

用
す
る
動
き
で
は
な
い
か
と
み
る
向
き

も
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
事
件

は
、
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
ナ
ガ
ル
と
同
じ
意
味
を

も
つ
こ
と
に
な
る
。
底
辺
の
暴
力
に
対

す
る
、
政
治
の
頂
点
に
立
つ
者
の
向
き

合
い
方
が
問
わ
れ
て
い
る
41
。

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
底
辺
の
暴

力
と
政
治
と
い
う
観
点
に
共
通
す
る
問

題
と
し
て
、
さ
ら
に
、
女
性
に
対
す
る

暴
力
と
政
治
と
い
う
課
題
が
あ
る
。
Ｂ

Ｊ
Ｐ
や
Ｒ
Ｓ
Ｓ
関
係
者
は
、
二
〇
一
二

年
一
二
月
の
デ
リ
ー
に
お
け
る
女
子
学

生
暴
行
殺
人
事
件
の
際
に
、
加
害
者
よ

り
も
被
害
者
の
対
応
に
問
題
が
あ
る
か

の
発
言
を
し
て
い
る
42
。
底
辺
で
の
各

種
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上
主
義
組
織
の
な
か

に
は
、
カ
ル
ナ
ー
タ
カ
州
の
団
体
ラ
ー

マ
・
セ
ー
ネ
（
ラ
ー
マ
の
軍
団
）
の
よ

う
に
、
女
性
の
パ
ブ
へ
の
出
入
り
や
飲

酒
を
暴
力
的
に
取
り
締
ま
ろ
う
と
す

る
、
い
わ
ゆ
る
「
モ
ラ
ル
・
ポ
リ
ス
」

的
な
行
動
を
特
徴
と
す
る
団
体
も
あ

る
。
カ
ル
ナ
ー
タ
カ
州
の
Ｂ
Ｊ
Ｐ
は
、

こ
の
ラ
ー
マ
・
セ
ー
ネ
の
指
導
者
を
選

挙
期
間
中
に
入
党
さ
せ
よ
う
と
し
て
批

判
を
受
け
た
。
連
邦
下
院
で
の
女
性
議

員
数
は
六
一
名
（
一
一
・
三
％
）
と
過

去
最
高
を
記
録
し
た
が
、
こ
こ
で
も
頂

点
と
底
辺
の
間
に
は
、
大
き
な
隔
た
り

が
あ
る
。「
ネ
オ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
至
上

主
義
」
がV

ikas

を
掲
げ
る
以
上
、
女

性
の
さ
ら
な
る
社
会
進
出
、
そ
れ
に
と

も
な
う
社
会
変
化
を
ど
う
受
け
止
め
る

の
だ
ろ
う
か
。
デ
リ
ー
で
の
事
件
を
ひ

と
つ
の
契
機
と
し
て
、
女
性
の
安
全
に

対
す
る
関
心
は
、
政
党
評
価
の
重
要
な

基
準
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
や
女
性
へ
の
暴
力
に
共
通

す
る
の
は
、
末
端
警
察
の
無
関
心
、
無

理
解
な
対
応
で
あ
る
。
州
、
中
央
に
お

け
る
政
権
党
の
姿
勢
が
問
わ
れ
る
の

も
、
こ
う
し
た
末
端
警
察
の
姿
勢
を
通

じ
て
で
あ
る
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
ジ
ェ

ン
ダ
ー
問
題
へ
の
対
応
と
警
察
・
刑
事

行
政
の
あ
り
方
の
あ
い
だ
に
は
、
深
い

関
連
が
あ
る
。

●
む
す
び

モ
デ
ィ
・
イ
ン
ド
人
民
党
政
権
は
、

選
挙
を
通
じ
て
え
た
連
邦
下
院
で
の
圧

倒
的
な
多
数
を
背
景
に
、
あ
る
種
の
長

期
政
権
を
展
望
し
て
い
る
。開
票
当
日
、

結
果
が
判
明
し
た
段
階
で
、
首
相
予
定

者
と
な
っ
た
モ
デ
ィ
は
、
選
挙
公
約
の

実
現
に
は
少
な
く
と
も
一
〇
年
は
必
要

だ
と
述
べ
た
。
六
月
九
日
の
大
統
領
演

説
の
な
か
で
も
、
二
〇
二
二
年
ま
で
に

イ
ン
ド
の
全
家
庭
に
電
気
、
水
道
、
ト

イ
レ
な
ど
を
完
備
す
る
約
束
を
し
た
ほ

か
、
五
年
を
超
す
長
期
的
な
目
標
を
数

多
く
掲
げ
た
。

さ
ら
に
首
相
就
任
以
来
の
発
言
に

は
、
州
首
相
時
代
や
選
挙
中
の
刺
激
的

な
発
言
は
影
を
ひ
そ
め
、
慎
重
な
ト
ー

ン
が
基
調
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
二

年
の
反
ム
ス
リ
ム
暴
動
を
、
物
理
の
法

則
に
な
ぞ
ら
え
「
作
用
（
ゴ
ー
ド
ラ
ー

駅
で
の
列
車
放
火
）
へ
の
反
作
用
」
と

し
て
弁
護
し
43
、
暴
動
の
余
震
が
続
く

な
か
で
、「
わ
れ
わ
れ
（
夫
婦
）
五
人
、

わ
れ
わ
れ
の（
子
供
）は
二
五
人（hum

 
panch ham

are pachis

）」
と
ム
ス
リ

ム
へ
の
偏
見
を
、
公
衆
の
面
前
で
公
然
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と
口
に
し
た
州
首
相
時
代
と
は
44
、
様

変
わ
り
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
い
ま

や
、
首
相
（
Ｐ
Ｍ
）
モ
デ
ィ
の
最
大
の

敵
は
、
会
議
派
や
そ
の
他
の
野
党
で
は

な
く
、
自
分
自
身
、
そ
れ
も
か
つ
て
の

州
首
相
（
Ｃ
Ｍ
）
モ
デ
ィ
な
の
か
も
し

れ
な
い
。

し
か
し
、
首
相
の
発
言
や
動
静
に

ば
か
り
照
準
を
合
わ
せ
て
い
る
と
、
底

辺
で
の
Ｒ
Ｓ
Ｓ
や
そ
の
他
群
小
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
至
上
主
義
団
体
の
動
き
を
見
落

と
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
選
挙
で
の

V
ikas

へ
の
訴
え
を
現
実
の
政
策
で
ど
の

よ
う
に
裏
打
ち
し
て
い
け
る
の
か
と
同

時
に
、
こ
う
し
た
底
辺
の
動
き
に
政
治

の
頂
点
が
ど
う
反
応
す
る
の
か
、
そ
れ

が
モ
デ
ィ
政
権
の
真
の
安
定
性
を
占
う

カ
ギ
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
頂
点
と

底
辺
の
双
方
、
そ
し
て
そ
の
連
関
に
目

配
り
を
怠
ら
な
い
こ
と
が
肝
要
だ
ろ
う
。

（
二
〇
一
四
年
七
月
一
三
日
）

（
さ
と
う　

ひ
ろ
し
／
南
ア
ジ
ア
研
究

者
）

《
注
》

⑴
な
お
、
報
告
の
際
に
用
い
た
パ
ワ
ー
ポ
イ

ン
ト
・
ス
ラ
イ
ド
は
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で

本
稿
注
で
も
必
要
に
応
じ
て
、例
え
ば﹇
四
・

二
一
報
告
ス
ラ
イ
ド
五
﹈
な
ど
と
い
う
形

で
参
照
し
た
。（http://w

w
w
.ide.go.jp/

Japanese/E
vent/Sem

inar/140421.
htm
l

）。
ま
た
、
本
稿
は
七
月
一
〇
日
に
研

究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
六
月

一
六
日
作
成
の
レ
ポ
ー
ト
を
、
そ
の
後
の

状
況
を
踏
ま
え
て
七
月
一
三
日
に
改
稿
し

た
も
の
で
あ
る
。

⑵Indian Express, 2 M
ay 2014.

⑶
モ
デ
ィ
の
選
挙
戦
に
お
け
る
三
つ
の
主

体
の
分
業
と
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
特
徴

は
、
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
を
例

に
、N

arayan, Badri, “M
odi’s M

odus 
O
perandi in 2014 Elections”, Econom

ic 
and Political W

eekly , 17 M
ay 2014, 

pp.12-14

で
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。 

⑷
以
上
はIndian Express, 2 M
ay, 20 

M
ay 2014, Hindustan Tim

es, 13 A
pril 

2014

に
よ
る
。

⑸“Congress blam
es ad agency for Lok 

Sabha polls debacle”Tim
es of India, 

20 M
ay 2014.

⑹
連
合
政
治
に
お
け
る
政
策
決
定
過
程
の
問

題
点
は
、﹇
四
・
二
一
報
告
ス
ラ
イ
ド
二
一
﹈

を
参
照
。

⑺
中
部
イ
ン
ド
と
西
部
イ
ン
ド
を
合
わ
せ
て

イ
ン
ド
政
治
の
「
コ
ア
・
リ
ー
ジ
ョ
ン
」

と
す
る
の
は
、
前
者
が
全
国
人
口
の
四
割

を
擁
し
、
後
者
が
イ
ン
ド
の
工
業
力
の
中

核
地
域
を
長
く
形
成
し
て
き
た
こ
と
、
こ

の
二
つ
を
兼
ね
備
え
た
地
域
と
し
て
、
中

央
政
権
の
政
治
的
、
経
済
的
な
基
盤
を
提

供
し
て
き
た
と
筆
者
が
認
識
す
る
か
ら
で

あ
る﹇
四
・
二
一
報
告
ス
ラ
イ
ド
九
、一
〇
﹈。

⑻
モ
デ
ィ
政
権
が
発
足
後
に
、
連
邦
政
府
業

務
に
お
い
て
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
の
使
用
を
強

調
し
て
い
る
の
も
、
政
権
の
こ
の
よ
う
な

地
域
基
盤
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

⑼
候
補
者
数
はIndian Express, 31 M

arch 
2014

に
よ
る
。
当
選
者
数
はTim

es of 
India, 18 M

ay 2014

に
よ
る
。
た
だ
し
後

者
に
よ
れ
ば
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ

で
の
鞍
替
え
候
補
者
は
一
九
名
で
あ
る
。

ま
た
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
で
の

鞍
替
え
候
補
者
の
当
選
数
は
、
こ
の
記
事

で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
の

落
選
者
七
名
の
う
ち
の
二
名
が
鞍
替
え
候

補
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
た
め
、
一

八
―
二=

一
六
名
と
し
た
。

⑽Bharatiya Janata Party, Election 
M
anifesto 2014, N

ew
 D
elhi, 2014.

⑾Ganashakti, 4 A
pril 2014.

⑿
六
月
九
日
の
大
統
領
演
説
で
は
、
こ
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
は“united , strong and 
m
odern India”

と
翻
案
さ
れ
て
い
る

（
連
邦
下
院
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
文
書
名

は164.100.47.134_N
ew
_Events_LS-

w
ritereaddate-sp090614.pdf

）。そ
の
後
、

二
〇
一
四
年
度
連
邦
予
算
案
で
モ
デ
ィ
政

権
は
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
二
〇
億
ル

ピ
ー
の
支
出
を
予
定
し
た
。
州
政
府
は
本

年
度
予
算
で
す
で
に
五
〇
億
ル
ピ
ー
を
割

り
当
て
て
い
る
。

⒀
筆
者
は
以
前
、イ
ン
ド
人
民
党
が
サ
ル
ダ
ー

ル
・
パ
テ
ー
ル
に
し
き
り
と
言
及
す
る
こ

と
に
触
れ
て
、「
会
議
派
の
右
派
の
潮
流
が

独
自
の
政
党
と
し
て
姿
を
現
す
こ
と
が
か

つ
て
あ
り
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
姿
は
今

日
の
イ
ン
ド
人
民
党
に
似
た
も
の
で
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
」
と
書
い
た
こ
と
が
あ

る
（「
安
定
の
時
代
は
終
わ
っ
た
か
―
変
動

す
る
イ
ン
ド
政
治
の
背
景
を
探
る
―
」『
国

際
交
流
』
第
五
八
号
、
一
九
九
二
年
、
二

七
ペ
ー
ジ
）。

⒁
モ
デ
ィ
政
権
は
、
二
〇
一
一
年
国
勢
調
査

時
に
作
成
さ
れ
た
国
民
人
口
登
録
簿
（
Ｎ

Ｐ
Ｒ
）
を
利
用
し
て
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

か
ら
の
流
入
民
な
ど
の
無
国
籍
者
を
排
除

す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。

⒂
猪
口
孝
ほ
か
『
政
治
学
事
典
』
弘
文
堂
、

二
〇
〇
〇
年
、
六
八
九
ペ
ー
ジ
。

⒃﹇
四
・
二
一
報
告
ス
ラ
イ
ド
二
二
﹈
参
照
。

⒄
Ｐ
Ｍ
Ｏ
の
運
営
に
つ
い
て
はIndian 

Express, 31 M
ay 2014

に
よ
る
。
七
月

一
三
日
現
在
、
顧
問
会
議
は
未
だ
設
置
さ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
連
合
政
権
に
お
け
る

政
策
決
定
過
程
の
特
徴
に
つ
い
て
は
﹇
四
・

二
一
報
告
ス
ラ
イ
ド
二
一
﹈
参
照
。

⒅
連
邦
下
院
の
慣
行
で
は
、公
式
の
野
党
リ
ー

ダ
ー
（Leader of O

pposition

）
の
地

位
は
、
議
席
の
一
割
以
上
を
獲
得
し
た
野

党
第
一
党
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
Ｕ
Ｐ
Ａ
全
体
と
し
て
六
〇

名
の
議
員
を
擁
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
（
お
よ
び
同
党
の
下
院
議
長
）

は
、
会
議
派
に
対
し
て
野
党
リ
ー
ダ
ー
の

ポ
ス
ト
を
拒
否
し
て
い
る
。

⒆
す
で
に
モ
デ
ィ
政
権
は
、
元
通
信
情
報
規

制
委
員
会
委
員
長
の
経
歴
の
あ
る
イ
ン
ド

行
政
職
官
僚
を
、
首
相
の
首
席
秘
書
官
に

任
命
す
る
に
あ
た
り
、
委
員
長
経
験
者
の

公
職
へ
の
任
命
を
禁
止
し
て
い
る
関
係
法

の
該
当
部
分
を
、
大
統
領
令
を
も
っ
て
改

正
し
た
。

⒇Indian Express, 24 A
pril; 28 A

pril, 
2014.

同
条
第
二
項
の
趣
旨
は
、
本
来
連
邦

法
が
優
越
す
る
共
管
事
項
に
つ
い
て
、
大

統
領
（
執
行
府
）
の
同
意
に
よ
り
、
州
法

の
有
効
性
を
当
該
州
内
に
限
り
例
外
的
に

認
め
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ョ
ウ
リ
ー
は
選

挙
後
に
生
ま
れ
る
連
合
政
権
の
も
と
で
連

邦
法
の
改
正
が
困
難
で
あ
る
事
態
を
想
定

し
て
、
い
わ
ば
連
邦
議
会
を
迂
回
す
る
便

法
を
、
こ
の
条
項
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
提
言
は
本
来
的
に

連
邦
議
会
軽
視
の
議
論
と
い
う
性
格
を
も

つ
。
シ
ョ
ウ
リ
ー
提
言
の
線
に
沿
っ
て
、

ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
の
Ｂ
Ｊ
Ｐ
州
政
権
が
、

労
働
関
係
諸
法
の
改
正
に
早
々
に
着
手
し

た
（Indian Express, 8 June 2014

）。

上
記
の
記
事
で
の
シ
ョ
ウ
リ
ー
の
も
う
ひ

と
つ
の
提
案
は
、
各
省
庁
が
立
法
措
置
を

と
も
な
わ
ず
に
実
行
で
き
る
政
策
を
洗
い

だ
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

21Election M
anifesto 2014, p.7.

22Indian Express, 11 June 2014.

産
業
政

策
推
進
局
（
Ｄ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
）
がA

ccenture
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社
に
委
託
し
た
州
レ
ベ
ル
で
の
ビ
ジ
ネ
ス

環
境
に
関
す
る
調
査
報
告
書
を
参
考
に
し

て
い
る
。

23
連
邦
政
府
の
法
務
総
裁
、
法
務
次
長
職
に

は
、
二
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司
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。
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シ
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